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地域医療計画課長としての主な仕事

1. 現在の医療提供体制の確保

① 新型コロナへの対応（出口議論（10月以降の体制）、次の波への備え等）

② 災害・救急医療等への対応（最近では台風対応、G7広島サミット対応等）

2. 中期的な医療提供体制の確保

① 第８次医療計画（令和６年度から始まる６年間の計画）の策定

② 「医師の働き方改革（勤務時間の上限設定）」（令和６年４月施行）への対応

③ かかりつけ医機能が発揮される制度整備の検討（医療法改正の国会審議）

3. 長期的な医療提供体制の確保

① 2025年の後の地域医療構想の策定（2040年頃を視野に入れた検討）

② 新たな感染症危機への備えるための改正感染症法の施行

上記の政策を策定・実施するための「データ収集・分析」、「審議会・検討会の開催」、

「国会対応」、「予算確保」、「関係者との調整」など
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本日の説明のアウトライン

1. 医療提供体制を取り巻く状況

2. 新型コロナウイルス感染症への対応

3. 第8次医療計画

4. 感染症法改正

5. 地域医療構想

6. 骨太の方針2022／2023

Åかかりつけ医機能が発揮される制度整備

Å地域医療連携推進法人



医療提供体制を取り巻く状況



人口動態① 2040 年頃に65 歳以上人口のピークが到来する
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「年齢（４区分）別人口の推移と将来推計」「総数、年齢４区分別総人口および年齢構造係数」

※ 2015年までは国勢調査の実績値、2016年以降は推計値。

実績値 推計値

約8700万人

約3900万人

約2400万人

凡例
総人口
15歳未満
15歳以上65歳未満
65歳以上
75歳以上（再掲）

令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１
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【人口構造の変化】
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生産年齢人口の急減
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令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１
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2015年→2025年

人口動態③ 高齢者の減少と現役世代の急減が同時に起こる2次医療圏が数多く発生する

2015 2025 65

2025 2040 65 132 197

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 2015年は国勢調査の実績値。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。

2次医療圏ごとの人口変化率

令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１
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※総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。
総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。

※2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。

2040
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2025
令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１
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年齢階級別にみた病院従事する医師数及び平均年齢の年次推移

マンパワー② 提供者側（医師）の高齢化も進展している

20 5.5 60 15%
44.8

20 2.0 60 50%
60.0

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（旧：医師・歯科医師・薬剤師調査）
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マンパワー③ 医師の働き方改革の議論の経緯
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2024.4
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2023.4
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(R4.4)

2021.4
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(R2.4)

2019.4
(H31.4)

2018.4
(H30.4)

2017.4
(H29.4)

2016.4
(H28.4)

「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日)

働き方改革実現会議決定

※「医師については、時間外労働規制の対象とするが（中略）改正
法の施行期日 β 31 の５年後を目途に規制を適
用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い
新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を
目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討
し、結論を得る。」

働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律

（2018年７月６日公布）

大企業：2019.4施行 中小企業：2020.4施行

2017.8

医師の働き方改革に関する
検討会（全22回）

2019.3

報告書
とりまとめ

2019.7

医師の働き方改革の推進に関する
検討会（これまでに17回）

2020.12

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制
の確保を推進するため
の医療法等の一部を改
正する法律
（2021年5月28日公布）

（
引
き
続
き
詳
細

論
点
を
議
論
）

施行まで
約１年

医師：2024.4 施行

中間
とりまとめ

2019.10 2020.12

医師の働き方改革を進めるためのタスク・
シフト／シェアの推進に関する検討会

議論の整理

関係政省令等の公布
（2022年1月19日公布）

医師労働時間短縮計画
作成ガイドライン公表

2022.4



医療需要の変化① 入院患者数は、全体としては増加傾向にある
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入院受療率（人口10万対） 入院患者数が最大となる年

凡例

：2015年以前に最大

：2020年に最大

：2025年に最大

：2030年に最大

：2035年に最大

：2040年以降に最大

出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い

2025 65
2040 6

2020 217

外来患者数が最大となる年

凡例

：2015年以前に最大
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：2040年以降に最大

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0
歳

1
-4

歳

5
-9

歳

1
0
-1

4
歳

1
5
-1

9
歳

2
0
-2

4
歳

2
5
-2

9
歳

3
0
-3

4
歳

3
5
-3

9
歳

4
0
-4

4
歳

4
5
-4

9
歳

5
0
-5

4
歳

5
5
-5

9
歳

6
0
-6

4
歳

6
5
-6

9
歳

7
0
-7

4
歳

7
5
-7

9
歳

8
0
-8

4
歳

8
5
-8

9
歳

9
0
歳

以
上

外来受療率（人口10万対）

出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 「外来」には「通院」「往診」「訪問診療」「医師以外の訪問」が含まれる。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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訪問診療を受ける患者数が
最大となる年

出典：患者調査（平成29年）「推計患者数、性・年齢階級×傷病小分類×施設の種類・入院ー外来の種別別」

「推計外来患者数（患者所在地）、施設の種類・外来の種別×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 病院、一般診療所を対象に集計。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する
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救急搬送件数が最大となる年

医療需要の変化④ 救急搬送件数は、多くの地域で今後増加する

2035 65
2040 7

2030 202

資料出所：「消防庁救急搬送人員データ」（2019年）を用いて、救急搬送（2019年分）の件数を集計したものを、

2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級別に利用率を作成し、

地域別将来推計人口に適用して作成。

※ 性別が不詳のレセプトについては集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化⑤ 超高齢化・人口急減で、急性期の医療ニーズが大きく変化する

2025 2040 65 2 132

2025 2040 65 2 197

消化器悪性腫瘍

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）（2019年度分、医政局において集計）

患者調査（平成29年）「入院受療率（人口10万対）、性・年齢階級×傷病分類別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和2年1月1日現在）」

※ 入院患者数は、各疾患の都道府県ごとの入院受療率に二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 手術件数・PCI件数・t-PA件数は、NDBの集計（下記定義による）による実績値から、令和2年1月1日時点での住基人
口を用いて都道府県ごとの受療率を算出し、二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 消化器悪性腫瘍の手術件数とは、消化管及び肝胆膵等にかかる悪性腫瘍手術の算定回数の合計である。

※ 虚血性心疾患のPCI件数とは、「経皮的冠動脈形成術」「経皮的冠動脈ステント留置術」等の算定回数の合計である。

※ 脳梗塞のt-PA（アルテプラーゼによる血栓溶解療法）件数とは、「超急性期脳卒中加算」の算定回数の合計である。

※ 大腿骨骨折の手術件数とは、「人工骨頭挿入術（股）」の算定回数の合計である。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について推計。

虚血性心疾患 脳梗塞

大腿骨骨折
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入院患者数 手術件数 入院患者数 PCI件数 入院患者数 t-PA件数

入院患者数 手術件数
16

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2025 2030 2035 2040

2
0
2
5
年

を
1
と

し
た

と
き

の
数

2025年から2040年にかけて

65歳以上人口が増加する医療圏

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2025 2030 2035 2040

2
0
2
5
年

を
1
と

し
た

と
き

の
数

2025年から2040年にかけて

65歳以上人口が減少する医療圏



85

224 
294 

383 

494 

620 

720 

831 

1,002 
1,024 

970 964 
1,029 

1,152 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2.8% 5.5%

12.4%

26.4%

48.1%

72.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65̇ 69 70̇ 74 75̇ 79 80̇ 84 85̇ 89 90̇

2020 2020 10 29

医療需要の変化⑥ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

85
2025 85 2040

17



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110

年
間

死
亡

数
（

千
人

）

死亡数の動態

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 75歳以上 不詳（実績値のみ）
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新型コロナウイルス感染症への対応

－高齢者救急



̉ᴇ ₴11 12
Ḍ ᾍ

֗ ˔ ▌ӓ ˗ ὑ Ẏ ρ
˹ẃ ל Ẏ ἶ ˹♥ Ҙ Ί ḹֻ ᾍꜘ ӣ ̱͑Ѱ ▌ӓ ͝

ͪ
֝ ӓ Ѱ ⅛ Ẏ ᶮ ᴁ β∆ ˗

ᶥ ֯ ˹♥ Ẁӓ ╠ ʤ ̝ Ҳ ֯ ₡ ὕ ᶫ
͈ Ҙ Ί ӣ ̊ʣ Ẏ ḹֻ ▌ ҲѰ Ҳ ᶮ ᶮ

̑ ̊Ẇ ₡ӣ Ѱ ʤ ל ⅛ ͪ Е̱

Ҙ Ί ₴ 70 ᾽ ̊Ẇ ̏ ˹ẃ ֿʝ ḹֻ Ẁ Ҳ Ẁӓ
˹ẃ ὕ Ί ↓ Ẏ

Ḩ

○今後、地域によって、仮に感染力が２倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる場合、国民に更なる行動制限 を求めるとともに、国の責任において、
コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる
ᶮ ↑ ˗ ᷂Ḣ ӣ Ẏ ӲҘ

֞Њ ├ ̭ Ѩ ˔ὑ ♅ ├
Џ Џ қ ⅛ ͪ ӣ ˲ ӣ

５）さらなる感染拡大時への対応

○感染力が２倍を超え、例えば３倍となり、更なる医療のひっ迫が見込まれる場合、大都市のように感染拡大のリスクが高く病床や医療人材が人口比で見て少ない
地域等について、当該地域以外の医療機関に、コロナ以外の通常医療の制限措置を行い、医療人材派遣等を行うよう、国が要求・要請。こうした措置が速やかに
解除されるよう、国民には更なる行動制限 を求める

１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 ２）自宅・宿泊療養者への対応

３）医療人材の確保等
４）IT を活用した稼働状況の徹底的な「見える化」

医療体制の稼働状況をG-MIS やレセプトデータなどを活用して
徹底的に「見える化」
⅛ ͪ ̓ ӣ ѩ ʦ ↑ ѩ

♀ ὁ ᾍ ὕ ᷂Ḣѩ

感染拡大時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、医療人材の確保・
配置調整を担う体制を構築
ӣ ˲ ӲҘ֯ ӣ Е̱ӓ
˲ ͪ ʝϷ ̱Ѱ
Џ Џ ӣ ӣ ˲

１．医療提供体制の強化

＜今後の感染拡大に備えた対策＞

入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に
受け入れられ、確実に入院につなげる体制を11 月末までに整備
˹ẃ ҊṔ ʠ˲Ṕ 2.8ʠ˲ 3.7ʠ˲ Њ ֯

⅛ Ṕ⅛ ӣ ⅛ ͪ
ӧ˲Ṕ ⅛ ӧ⅛Ṕ Ҋ ̓

ͪ ⅛̓ Ҋ̊ʣ ͪ ӧ˲Ṕ
Њ ˿ ╛ ᾚЊ ϼ ὑ Л ӓ

Џ ᾐ ⅛ӓ 2.7ӧ˲ Њ ֞ЊṔ ⅛Ṕ 1.6ӧ⅛ѝ
˹ẃ Ί▀ 2.5ӧ˲Ṕ 3.4ӧ˲ Њ ӣ Њ ♅

ͪ

全ての自宅・宿泊療養者に、陽性判明当日ないし翌日に連絡をとり、
健康観察や診療を実施できる体制を確保
ͪβ ̱Ѱ▌ӓ
˹ẃ ҊṔ ὧ ᾱὙ ͪ ( 1.4ʠὙṔ ( 4.7ʠὙ 6.1ʠὙ) )
♫ ͪβ ᾍꜘ 3.2ʠ ᷂Ḣ ӣ

♀ ᵂ ̱Ѱ

症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また重症化を未然に
防止する体制を確保
Ћ ὁ ̂ 69ʠΉ ͪ
Њ қ Ẇ ♀ ḹ ʴᴇ ̱ ֥ ʦ ̱Ѱ

※上記の数値は11 月11 日時点のもの

次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像（概要）



２．ワクチン接種の促進

３．治療薬の確保

ᶮ ֥ ד ҃► Ẏ 20ϤЛ ֥ ₴К ὕ ӓ
ʴ ӓ ͪ ὕ ֞ ͪ ⱳ Њ ̔ ˧

経口薬は治療へのアクセスを向上・重症化予防により、国民が安心して暮らせるようになるための切り札
年内の実用化を目指すとともに、必要量を確保

11 月中に希望する方への接種を概ね完了見込み
12 月から追加接種を開始。追加接種対象者のうち、希望する全ての方が接種を受けられるよう体制を確保

11 ʴ ₁ ᶥ Ὀ˓ 11/11 Џ ᶥ 78.2 ᶥ 74.5

˹♥ ₴ ד ᶥ ᶥ ᾍ ̝ ͪ
ᾛЃ 12 ̔ ˗ ḹֻ Ԍ ἶᾃ ̝ ˓ ♬ ʣ Ồ

12 қ Ồ ᶥ Ὀ˓ ̊ қ ᾍ ₁ Ћ ֞ ̱Ѱ ͪ
ᶥ Ὀ˓ Ћ қ ֯ ͪ ₴ 3Ϥ2ӧʠᶥѝ ͑ Ấ

12 ׄ ↑ ⁸ ̱Ѱ ρ ᶮ Ћ ᶮ Ḩ ⱳ
ᶥ Ὀ˓ Ћ қ ᾍ ḹֻ ₴ Ḣ қ Ồ

Ҙ Ί ḹֻ ʴ ӓ ͪ ׄ Ẏ 35ʠᶥѝ Ҙ Ί ḹֻ Ẏ 50ʠᶥѝ ⱳ
ʴᴇ ̱ ₴ 2022₴ ѧ 50ʠᶥѝ ͪ
֥ ˗ ӣ ḹ ͑ ֻ 60ʠᶥѝ ͪ ˗ ₴К 20ʠᶥѝ ₴↓К 40ʠᶥѝ

˹г ʴ Ẏ ᾍꜘ ͪ ׄ ֝ ֥ қ 100ʠᶥѝ 160ʠᶥѝ ͪ

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の
回復

＜誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の拡大・環境整備＞
↑ β∆ ᾍ ̝ Ҳ ˔ ʥ

̿ Ẏ ↑ Ѩ ʥὄ ᾍ
PCR ὕһ͔ ͪ ֛ ͔ ₴К ⱳ

＜電子的なワクチン接種証明＞
Ẇ ὑ ₴К ӓ ᶮК ѫ ֯

＜感染状況を評価する新たな基準の考え方＞
1 ѝ ̝ ֞ ӣ Ḩ ᾍы

＜新型コロナの影響を受ける方々への支援＞
̮ ʫₑ ἧ ʫₑ ἶ ᶩ ᾍ ̂ ᾍ ὑ

＜今後のさらなる対応＞

˹♥ ᾍꜘ ⅛ ӣ ˲ ͪ ᶮ ̱ ͜
ד ֶ̉ṃ ▌ӓ Ӿ ▌ӓ

感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう、行動制限の緩和の
取組を進めていく。具体的内容は、速やかに基本的対処方針において示す。ただし、緊急
事態宣言等の下で、コロナ以外の通常医療への制限が必要となる場合等には、行動制限の
緩和を停止することがあり得る
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○ 現在、新規感染者数は減少しているが、その動きは緩やかであり、年度末や新年度に向けて多くの人が集まる行事や人の移動が増加
する中で、感染の再拡大に注意が必要。
⇒オミクロン株の特性やワクチン接種の進展を踏まえつつ、保健・医療提供体制について、必要な財政支援を講じつつ、引き続き、対策を
徹底・強化（令和４年３月18日に事務連絡を発出）。

診療・検査医療機関については、公表している診療・検査医療機関に患者が集中することを防ぐため、重点措置地域中心に一律
公表を要請した結果、東京・大阪・愛知などで一律公表が実施され、３月14日時点で、公表機関数は約3.6万機関のうち約2.9万機
関（１月末から６千機関増）、公表率は67％（1月末）から81％に向上

Ҝ 診療・検査医療機関の更なる拡充や、一律公表の徹底の対応を進める観点から、診療報酬上の特例措置を延長。
V 診療・検査医療機関が公表されている場合の加算（300点Ҝ550点）： 3月末まで → 7月末まで
V 外部委託する場合のＰＣＲ検査料の経過措置（1350点）： 3月末に700点に引き下げ → 6月末まで850点の経過措置

① ３月２日の事務連絡により、都道府県に対し対策の点検・徹底を要請。

・ 高齢者施設等からの感染制御・業務継続支援の要請に対応できる体制の構築Ҝ支援チームの医療従事者数：約3.4千人
・ 施設内療養における医療提供のための往診・派遣体制の構築Ҝ協力医療機関数：約2.2千機関

（高齢者施設等における３回目のワクチン接種は、 95％の施設で３月15日までに完了見込み）
Ҝ 支援策の延長等により、取組を維持・強化。
V 高齢者施設等に看護職員を派遣した場合の8280円/時間の補助： 重点措置期間に限定 → ７月末まで
V 感染者等に対応する訪問介護を含む介護従事者の手当や割増賃金等を全額公費負担で支援する仕組みについて事業者等に

再度徹底。
V重点措置地域における施設内療養を行う施設への補助の拡充（最大15万円Ҝ30万円）は、４月末まで延長

② 自宅療養者に対応する健康観察・診療医療機関は、約1.6万機関（１月点検結果）から約2.2万機関と0.6万機関増加。

V 重点措置地域における電話等初再診の診療報酬の追加的対応（250点Ҝ500点）は、４月末まで延長

１．感染拡大が生じても迅速・スムーズに検査できる体制を再強化する

２．在宅や高齢者施設で療養される方への医療支援を更に強化する

① 療養解除前の患者の転院先として確保した病床数：約0.9千床 （β２月１日から３月14日までの状況）

後方支援医療機関数：約3.5千機関
② 救急医療におけるコロナ疑い患者のための病床確保数：約0.3千床 （β２月１日から３月14日までの状況）
Ҝ 支援策の延長により取組を維持・強化。
V 転入院支援のための確保病床への緊急支援（450万円）： 重点措置期間に限定 → 7月末まで延長
V まん延長防止等重点措置地域のうち東京都・政令市を対象に実施されている救急受入のための緊急支援は4月末まで延長

３．病床について、回転率の向上や救急への対応強化を図る
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高齢者
9.1万人

中学生
～64歳

47.5万人

うち基礎疾患
（＋）、妊婦

2.4万人

小学生以下
18.4万人

無

受
診
希
望

発熱外来、かかりつけ医、
地域外来・検査センター
等を受診

ー

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ・ 季 節 性 イ ン フ ル エ ン ザ の 同 時 流 行 下 の 外 来 受 診 ・ 療 養 の 流 れ （ イ メ ー ジ ）

65歳

ピーク（想定）

75万人/ 日（※１）

新型コロナ＋

その他
症状や原因に応じた対応
※小児におけるRSウイルスなど

新型コロナ検査キット
でセルフチェック

新型コロナ

0.5ŭ万人＋

インフルその他、新型コロナ

0.5ŭ万人

※必要に応じ同時検査キットも活用

・自宅で療養
・救急
・入院治療

その他
・高齢者施設等に

対する医療支援

電話・オン
ライン診療
を受診

かかりつけ

医等を受診

治療
(※２・３)

※１ 新型コロナウイルス感染症の患者が１日45万人・季節性インフルエンザの患者が１日30万人のほか、それ以外の発熱患者が一定程度見込まれることも考慮する。この他、セルフチェックの新型コロナ検査
キットの感度について、７割と仮定して試算している。なお、今夏の発熱外来の受診者数のピークは、陽性率を５割と仮定すれば１日約50万人強と推定される。

※２ 地域でインフルの流行が見られる場合に、施設内・家庭内感染の可能性や特徴的な症状（急激な発熱、筋肉痛）などがあり、自己検査の結果が陰性であれば、インフル罹患の蓋然性が高いと考えられる。その
場合、インフルの検査をせずに、電話・オンライン診療でも、医師の臨床診断により投与の必要性があると判断した患者に抗インフル薬等を処方することが可能である。

※３ 抗インフル薬は発症後48時間以降に服用すると十分な効果は期待できないため、処方する場合は速やかな受領が必要。
※４ 上記の同時流行下の外来受診・療養の流れは、厚生労働省が作成した標準的なモデルであり、各地域の実情（保健医療提供体制や感染状況等）に応じて変更される場合があり得る。

インフル流行時は電話
診療等でも医師の臨床
診断により抗インフル
薬等の処方が可能な取
扱いを周知徹底（※２）
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インフル検査など

インフル ＋

地域の流行状況等に応じてインフル
その他の発熱性疾患の可能性
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ポイント１
重症化リスクの高い方・
小学生以下の子どもへの
対応

小学生

下記以外の患者

ŭ万人

重症化リスクの
高い患者・小学生

以下の子ども

75 -ŭ万人
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に
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）

ポイント３
体調不良等により受診を
希望する患者の対応

ポイント２
発熱外来の強化等
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 症 法 上 の 位 置 づ け の 変 更 に 伴 う
医 療 提 供 体 制 及 び 公 費 支 援 の 見 直 し 等 に つ い て （ ポ イ ン ト ）

25

※ 本資料は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」（令和５年３月１０日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定）について、補足資料も加えつつポイントをまとめたものである。

参考資料

入院措置などの行政の強い関与

限られた医療機関による特別な対応
幅広い医療機関による自律的な通常の対応

行政は医療機関支援などの役割に

R5.３月
上旬

5/8 R6.4/1

新たな体系に向けた取組位置づけ変更

診療報酬
介護報酬
同時改定

感染拡大？ 感染拡大？

冬の感染拡大に先立って

重点的な取り組みを行う

夏 冬

暫定的な診療報酬措置 新たな診療報酬体系

特別対応から通常対
応への考え方の転換 検証 検証

対応する医療機関の維持・拡大を促す。 Ҝ
外来：4.2万 → 最大6.4万
入院：約3千 → 全病院約8千

新型インフルエンザ等感染症 ５ 類 感 染 症

急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の
公費支援について、期限を区切って継続

入院・外来の医療費

医療提供体制
幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必
要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的に移行

○ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 は 、 5 月 8 日 か ら 5 類 感 染 症 に
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新 型 コ ロ ナ の 新 規 陽 性 者 数 、 入 院 者 数 、 療 養 者 数 の 推 移 （ R 3 . 4～ R 5 . 2）
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¸令和３年８月（第５波）、令和４年２月（第６波）、８月（第７波）、12月（第８波）あたりに、各数値が増加している。

¸令和３年８月あたりの感染拡大時に比べ、令和４年２月、８月、12月の感染拡大時における療養者数に占める入院者数の割合
は低いものの、令和４年12月の感染拡大時の入院者数は最も多い人数となった。

療養者数のみ

β１ 新規陽性者数のオープンデータより

β２ 新型コロナ感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果（2020年9月2日～2023/2/22時点）より

第５波

第６波

第７波 第８波



¸G-MIS上で、新型コロナ患者入院施設数全体は、増加傾向。

¸民間の新型コロナ患者入院施設数は第５波（令和３年８月）に比べ、第６，７，８波で急増。

¸公立・公的の新型コロナ患者入院施設数は緩やかな増加が続いている状態。

新 型 コ ロ ナ 患 者 入 院 施 設 数 （ 設 置 主 体 別 ） の 推 移 （ R 3 . 4～ R 5 . 2）

27

β1 公立は都道府県及び市町村が設置する病院、公的は医療法上の公的等医療機関及び独立行政法人(地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国保組合及びその連合会、健保組合及びその連合会、
共済組合及びその連合会)が設置する病院、民間はその他の病院。

β2 集計値はG-MISの日次調査の報告に基づいており、データが修正されたりする可能性がある。

β3 新型コロナ患者の受入状況（月報）より
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新 型 コ ロ ナ 入 院 患 者 数 （ 設 置 主 体 別 ） の 推 移 （ R 3 . 4～ R 5 . 2）
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β1 公立は都道府県及び市町村が設置する病院、公的は医療法上の公的等医療機関及び独立行政法人(地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国保組合及びその連合会、健保組合及びその連合会、
共済組合及びその連合会)が設置する病院、民間はその他の病院。

β2 集計値はG-MISの日次調査の報告に基づいており、データが修正されたりする可能性がある。

β3 新型コロナウイルス感染症患者の受入状況（月報）より

¸民間の新型コロナ患者入院患者数は第５波（令和３年８月）に比べ、第６，７，８波で急増。

¸公立・公的の新型コロナ患者入院患者数はほぼ横ばい。
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令 和 ３ 年 ８ 月 、 令 和 ４ 年 ２ 月 ・ ８ 月 ・ 1 2 月 の 比 較
（ 新 型 コ ロ ナ 患 者 入 院 施 設 数 、 確 保 病 床 数 、 入 院 患 者 数 ）

29

●新型コロナ患者入院施設数、確保病床数、新型コロナ入院患者数は、公立、公的、民間のいずれにおいても増加傾向。

●特に民間の新型コロナ患者入院施設数、確保病床数、コロナ入院患者数に占める割合は、第６，７，８波で急増。

新型コロナ患者入院施設数 新型コロナ入院患者数確保病床数

β1 各月の最終水曜日時点で比較し、各感染拡大時における療養者数がピークに達した月で設定した。

β2 集計値はG-MISの日次調査の報告も使用しており、データが修正されたりする可能性がある。
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新 型 コ ロ ナ 患 者 入 院 医 療 施 設 数 （ 都 道 府 県 別 ） （ 第 ８ 波 時 ： R 4 . 1 2）
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¸設置主体別の新型コロナ患者入院医療施設数には大きな地域差がある。
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β1 公立は都道府県及び市町村が設置する病院、公的は医療法上の公的等医療機関及び独立行政法人(地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国保組合及びその連合会、健保組合及びその連合会、
共済組合及びその連合会)が設置する病院、民間はその他の病院。

β2 集計値はG-MISの日次調査の報告に基づいており、データが修正されたりする可能性がある。

β3 新型コロナウイルス感染症患者の受入状況（月報）より



新 型 コ ロ ナ 入 院 患 者 数 （ 都 道 府 県 別 ） （ 第 ８ 波 時 ： R 4 . 1 2）
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¸設置主体別の新型コロナ入院患者数には大きな地域差がある。

β1 公立は都道府県及び市町村が設置する病院、公的は医療法上の公的等医療機関及び独立行政法人(地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国保組合及びその連合会、健保組合及びその連合会、
共済組合及びその連合会)が設置する病院、民間はその他の病院。

β2 集計値はG-MISの日次調査の報告に基づいており、データが修正されたりする可能性がある。

β3 新型コロナウイルス感染症患者の受入状況（月報）より
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救急出動件数及び搬送人員の推移
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詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、家族や医療・ケアチーム等と

繰り返し話し合い、共有する取組を「 アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」と呼びます。

http://https:// www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPhdK3mb7aAhXBkZQKHervC4oQjRx6BAgAEAU&url=http://kids.wanpug.com/illust107.html&psig=AOvVaw1n4IUU2EHv1b5c0ZMEdWYD&ust=1523946440526208
http://https/www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html


「 人 生 の 最 終 段 階 に お け る 医 療 ・ ケ ア に 関 す る 意 識 調 査 」 の 調 査 内 容 及 び 結 果 の 概 要

37

• 一般国民及び医療・介護従事者の人生の最終段階における医療・ケアに対する意識やその変化を把握することを目的として、平成４

年度以降、約５年ごとに調査を実施しており、前回の平成29年度調査から５年経過した令和４年度（令和４年11月22日～令和５年１

月21日※１）に、一般国民、医師、看護師、介護支援専門員※２を対象に調査※３を行った。

• 全対象者向け調査票（一般国民票）の回収率は、一般国民50.0％（平成29年度：16.2％）、医師32.5％（同：24.2％）、看護師

42.7％（同：27.0％）と、平成29年度調査と比べて全体的に上回った。介護支援専門員については、回収率は58.4％であった。

調 査 の 概 要

結 果 の 概 要 ① （ 人 生 会 議 （ ア ド バ ン ス ・ ケ ア ・ プ ラ ン ニ ン グ ＜ A C P ＞ ） に つ い て 知 っ て い た か 。 ）

• 人生会議の認知度について、一般国民では平成29年度調

査と大きな変化はなく、「よく知っている」と回答した

者の割合は5.9％（平成29年度：3.3％）、「聞いたこと

はあるがよく知らない」と回答した者の割合は21.5％

（同：19.2％）、「知らない」と回答した者の割合は

72.1％（同：75.5％）であった。

• 医師、看護師で、人生会議について「よく知っている」

と回答した者の割合はそれぞれ45.9％（平成29年度：

22.4％）、45.8％（同：19.7％）であり、平成29年度調

査と変化がみられた。介護支援専門員で「よく知ってい

る」と回答した者の割合は47.5％であった。

※１ 平成29年度調査とは調査期間が異なる ※２ 平成29年度調査の対象は介護職員 ※３ 令和４年度調査から郵送に加え、Webによる回答も可能とした
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H29 一般国民

（n=973）
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45.9%
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29.1%

34.5%

24.6%

41.6%
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（n=1,462）
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0.4%

1.2%

R4 看護師

（n=2,347）
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（n=1,620）

47.5%
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40.0%
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51.6%

0.3%

0.7%

R4 介護支援専門員

（n=1,752）

H29 介護職員

（n=537）

※平成29年度調査とは調査期間や回収率等が異なる点に留意する必要がある。また、介護

従事者については、平成29年度調査では介護職員、令和４年度調査では介護支援専門員を

対象としている。
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O E C Dレ ポ ー ト （ 医 療 シ ス テ ム の 強 靱 性 ) ①

43

¸人口あたりの医療従事者が多いほど新型コロナによる超過死亡が少ない傾向にある



O E C Dレ ポ ー ト （ 医 療 シ ス テ ム の 強 靱 性 ） ②

44

¸ワクチン接種率が高いほど新型コロナによる超過死亡が少ない傾向にある



O E C Dレ ポ ー ト （ 医 療 シ ス テ ム の 強 靱 性 ） ③

45

¸うつ病を患っている、ないしはうつ病の症状を呈している人の割合は新型コロナ流行前より明らかに高い傾向にある。



O E C Dレ ポ ー ト （ CO V I D- 1 9 の 介 護 分 野 へ の 影 響 ）

46

¸新型コロナによる高齢者の死亡数（100万人あたり：2021年5月まで）はOECD各国においても大きな差がある



通 常 医 療 と の 両 立 は ？ （ 英 国 に お け る B a c k l o g 問 題 ① ）

47

¸待機患者約700万人

¸うち待機日数18週間以上約300万人、待機日数１年以上約35万人（パンデミック前の約300倍）



通 常 医 療 と の 両 立 は ？ （ 英 国 に お け る B a c k l o g 問 題 ② ： が ん 医 療 ）

48

¸GPからの緊急紹介のあと２週間以内に最初のがん診察を受けられる患者の割合の目標は93%だが、実際は現時点で８割弱。

¸GPからの緊急紹介のあと２ヶ月以内に最初のがん治療を開始される患者の割合の目標は85%だが、実際は現時点で6割強。



通 常 医 療 と の 両 立 は ？ （ 英 国 に お け る B a c k l o g 問 題 ③ ： 救 急 医 療 ）

49

¸救急患者が入院するまでの待ち時間が４時間以上の患者は依然として10万人以上（月単位）。

¸救急患者が入院するまでの待ち時間が12時間以上の患者は依然として３万人強（月単位）。

β単純な比較はできないが、日本の救急搬送困難事例は第８波のピーク時で8,000件程度（週単位）
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医療提供体制をめぐる課題

○ 今後の検討・取組に当たっては、「１．新型コロナ対応に関する課題」に対応するとともに、
超高齢化・人口急減といった「２．2040年を見据えた人口構造の変化への対応」が求められるのでは
ないか。

１．新型コロナ対応に
関する課題

・人材面を始めとした高度急性期対応

・地域医療を面として支える医療機関等の役割分担・連携（情報共有を含む）

・チーム・グループによる対応など外来・在宅医療の強化

・デジタル化・見える化への対応

など

２．2040 年を見据え
た人口構造の変
化への対応

・生産年齢人口の減少に対応するマンパワーの確保

・人口減少地域における医療機能の維持・確保や医師の働き方改革に伴う対応

・超高齢化・人口急減による入院・外来医療ニーズの変化

・医療介護複合ニーズ・看取りニーズの増加（特に都市部）

など
51
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○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療( 小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保( 外来医療計画) （※）

○医師の確保( 医師確保計画) (※)

○医療従事者( 医師を除く) の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

β

54



○ 新興感染症等の感染拡大時には、新興感染症等以外の通常医療の提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）

○ 機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項について、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要

今般の新型コロナ対応の知見や課題を踏まえ、新興感染症等の感染拡大時に、病床の確保等、必要な対策が機動的に講じられる

よう、令和３年医療法改正により、令和６年度からの第８次医療計画から 「医療計画」の記載事項に新興感染症等の対応を追加。
※ 令和４年度中に、厚生労働省において、「基本方針」（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直しを行った上で、各

都道府県において、令和５年度中に医療計画を策定。

◎医療計画への具体的な記載項目（イメージ）

【平時からの取組】
● 感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）
● 感染拡大時を想定した専門人材の確保等（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）
● 医療機関における感染防護具等の備蓄
● 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染拡大時の取組】
● 受入候補医療機関
● 場所・人材等の確保に向けた考え方
● 医療機関の間での連携・役割分担（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等） 等

Π ▲  ҏ  ᾲ ҌѫѲҬ Ᾱ ͠ạ ᾊ ͠ạ ₭ὲҏתּ ὅ͡͡
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新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けて

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方については、令和２年10 月から12 月にか
けて、「医療計画の見直し等に関する検討会」や同検討会の「地域医療構想ワーキンググループ」において、計８回にわたり議論

を行い、報告書(※)がとりまとめられた
※「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方（令和２年12 月15 日）



地域医療構想及び
医師確保計画に

関するWG

外来機能報告等に
関するWG

在宅医療及び
医療・介護連携に

関するWG

ẁ
ỉ

ỊẆẆ Ẇ

【５疾病】

各疾病に関する
検討の場 等

【新興感染症等】

感染症対策（予防計画）
に関する検討の場 等

○ 第８次医療計画の策定に向け、「第８次医療計画等に関する検討会」を立ち上げて検討。

○ 現行の医療計画における課題等を踏まえ、特に集中的な検討が必要な項目については、本検討会の下に、以下の４つ
のワーキンググループを立ち上げて議論。

○ 新興感染症等への対応に関し、感染症対策（予防計画）に関する検討の場と密に連携する観点から、双方の検討会・
検討の場の構成員が合同で議論を行う機会を設定。

救急・災害医療
提供体制等に関す

るWG

Ẇ

Ị

Ị

第８次医療計画等に関する検討会
Ẇ ṕ ệ Ỉ Ṗ
Ẇ

ẑ
ṕ Ṗ

WG ệ Ỉ
WG

ẑ

第８次医療計画の策定に向けた検討体制
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令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１



第 ８ 次 医 療 計 画 の ポ イ ン ト ①

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった地域医療の様々な課題に対応するとともに、人口構造の変化への対応
を図る。

• 令和３年の医療法改正により新たな事業として新興感染症への対応に関する事項を追加（令和４年の改正感染症法に基づく予防計画
と整合性を図る）。

• 第７次計画期間中に追加した「医師確保計画」「外来医療計画」（計画期間はいずれも３年間）についてもそれぞれのガイドライン
に基づき第８次医療計画の策定と併せて見直しを行う。その際、二次医療圏の設定について先行して議論を行う。

全 体 に つ い て
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• 地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等のツールを活用する。

• 新興感染症の発生・まん延時や災害時等においても必要な医療が提供できる体制の整備を進める。

【がん】がん医療の均てん化に加え、拠点病院等の役割分担と連携による地域の実情に応じた集約化を推進する。

【脳卒中】適切な病院前救護やデジタル技術を活用した急性期診療体制の構築、回復期や維持期・生活期の医療体制の強化に取り組む。

【心血管疾患】回復期及び慢性期の診療体制の強化やデジタル技術の活用等による、急性期から一貫した診療体制の整備に取り組む。

【糖尿病】発症予防、糖尿病及び合併症の治療・重症化予防のそれぞれのステージに重点を置いて取り組むための体制構築を進める。

【精神疾患】患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制整備を一層推進する。

【救急】増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する。

【災害】災害拠点病院等における豪雨災害の被害を軽減するため、地域における浸水対策を進める。

【新興感染症】新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応での最大規模の体制を目指し、平時に医療機関の機能及び役割

に応じた協定締結等を通じて、地域における役割分担を踏まえた新興感染症及び通常医療の提供体制の確保を図る。

【へき地】医師の確保に配慮するとともに、オンライン診療を含む遠隔医療を活用。※改正離島振興法の内容にも留意。

【周産期・小児】保健・福祉分野とも連携し、ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児への支援にかかる体制整備を進める。

【在宅医療】「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置付け、適切な在宅医療の
圏域を設定するとともに、各職種の機能・役割についても明確化する。また、在宅医療に係る医療機関等に対し災害時にお
けるBCPの策定を支援する。

５ 疾 病 ・ ６ 事 業 及 び 在 宅 医 療 に つ い て



第 ８ 次 医 療 計 画 の ポ イ ン ト ②

• 外来機能報告により得られたデータを活用し、紹介受診重点医療機関となる医療機関を明確化するとともに、地域の外来医療の提供
状況について把握し、今後の地域の人口動態・外来患者推計等も踏まえ外来医療提供体制のあり方について検討を行う。

外 来 医 療 に つ い て
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• 地域医療支援病院について、医療計画の見直しの際に必要に応じて責務の追加・見直しを検討するとともに、整備目標を定める際
には医療計画における新興感染症への対応に関する事項との連携にも留意する。

• 医療計画の内容のうち、必要な情報についてはわかりやすい形で周知を行い、住民の理解・協力を得られるよう努める。

そ の 他 の 事 項

• これまでの基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、毎年度、対応方針の策定率を目標としたPDCAサイ

クル通じて地域医療構想を推進することとし、策定率と地域医療構想調整会議における資料や議事録など協議の実施状況について公

表を行う等、着実に取組を推進。

※2025年以降の地域医療構想の取組のあり方については、2023～2024年度にかけて、中長期的課題について整理し、検討予定。

地 域 医 療 構 想 に つ い て

• 2024年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行されることを踏まえ、医療機関における医師の働き方改革に関する取組の
推進、地域医療構想に関する取組と連動させ、医師確保の取組を推進。

• 医師確保計画の策定において基礎となる、医師偏在指標について精緻化等を実施。

• 地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、病院と歯科診療所の連携、歯科専門職の確保、薬剤師（特に病院）の確保を進める。

• 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進する。

医 療 従 事 者 の 確 保 に つ い て

• 医療事故調査制度運用の要である病院等の管理者の理解をより深めるため、研修の受講を推進する。

• 相談対応の質の向上を図る観点から、医療安全支援センターの相談職員の研修の受講を推進する。

医 療 の 安 全 の 確 保 等 に つ い て



感染症法改正



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

改 正 の 趣 旨

施 行 期 日
令和６年４月１日（ただし、１の⑷及び２の①の一部は公布日、１の⑷及び⑸の一部は令和５年４月１日、１の⑵の① の一部及び３は公布日から10日を経過した日等）

改 正 の 概 要
１．感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】

（１）感染症対応の医療機関による確実な医療の提供
① 都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等（高齢者施設等の入所者を含む）への医療の確保

等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。加えて、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療
提供を義務付ける。あわせて、保険医療機関等は感染症医療の実施に協力するものとする。また、都道府県等は医療関係団体に協力要請できることとする。

② 初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医療確保措置)を導入する(その費用については、公費
とともに、保険としても負担)。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表等を行うことができることとする。

（２）自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
① 自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化する。健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、

都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。
② 外来・在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担する仕組み（公費負担医療）を創設する。

（３）医療人材派遣等の調整の仕組みの整備
○ 医療人材について、国による広域派遣の仕組みやDMAT等の養成・登録の仕組み等を整備する。

（４）保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化
○ 都道府県と保健所設置市・特別区その他関係者で構成する連携協議会を創設するとともに、緊急時の入院勧告措置について都道府県知事の指示権限を創設

する。保健所業務を支援する保健師等の専門家（IHEAT）や専門的な調査研究、試験検査等のための体制（地方衛生研究所等）の整備等を法定化する。

（５）情報基盤の整備
○ 医療機関の発生届等の電磁的方法による入力を努力義務化(一部医療機関は義務化)し、レセプト情報等との連結分析・第三者提供の仕組みを整備する。

（６）物資の確保
○ 医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請・指示、必要な支援等を行う枠組みを整備する。

（７）費用負担
○ 医療機関等との協定実施のために都道府県等が支弁する費用は国がその3/4を補助する等、新たに創設する事務に関し都道府県等で生じる費用は国が法律

に基づきその一定割合を適切に負担することとする。

２．機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】

① 国から都道府県・市町村に指示する新たな臨時接種類型や損失補償契約を締結できる枠組み、個人番号カードで接種対象者を確認する仕組み等を導入する。
➁ 感染症発生・まん延時に厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の一部の者が検体採取やワクチン接種を行う枠組みを整備する。

３．水際対策の実効性の確保【検疫法等】

○ 検疫所長が、入国者に対し、居宅等での待機を指示し、待機状況について報告を求める(罰則付き)ことができることとする。 等
このほか、医療法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法第６条の５第４項の規定等について所要の規定の整備を行う。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備
えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報
基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずる。
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流行初期医療確保措置
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7.3%
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地域医療構想
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89.6
万床

※1

2015 年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.4
万床

0.1

0.8

1.0

1.2

約0.9万床減

2022 年度病床機能報告

合計 119.9万床

89.1
万床

合計 125.1万床
2025 年見込2022 年

76.5
万床

1.2

6.2

6.9

4.6

69.1
万床

68.4
万床

2015 年

2022 2025 7 1

/ 2015 13,885/14,53895.5 2022 12,188/12,60296.7
100

25 (2013 ) 25 (2013 3

ICU HCU * 19,065 2021 19,645
* 1 4 1 4 1 2

2022

地域医療構想における2025 年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025 年の医

療需要に基づく推計（平成28 年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告）
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（各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

90.6
万床

（一部精査中）

35.5 (28%)
30.8 (26%) 29.6 (25%) 28.4 (24%)

13.0 (10%) 19.9 (17%) 21.0 (18%)

37.5 (31%)

59.6 (48%) 53.4 (45%) 52.5 (44%)

40.1 (34%)

16.9 (14%)
15.7 (13%) 15.9 (13%) 13.0 (11%)



地域医療構想にかかるステークホルダーの関係図（公立病院および公的病院の再編の例）
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地域医療介護総合確保基金 1,853億円
（医療分 1,029億円、介護分 824億円）
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● 対象となるのは、「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象となり得る。

① 再検証対象医療機関が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

Ễ

ễ

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

● 重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を予定。

【技術的支援】（※）
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に

関するデータ分析
・関係者との意見調整の場の開催 等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の優先配分
・病床機能の再編支援を一層手厚く実施

ể

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論
については、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

【１回目（令和２年１月31日）選定】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

【２回目（令和２年８月25日）選定】
・北海道（南空知区域、南檜山区域）
・新潟県（県央区域）
・兵庫県（阪神区域）
・岡山県（県南東部区域）
・佐賀県（中部区域）
・熊本県（天草区域）

● これまでに以下の13 道県19 区域の重点支援区域を選定。

β 今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の
検討会等における議論の状況について情報提供を行う。

【３回目（令和３年１月22日）選定】
・山形県（置賜区域）
・岐阜県（東濃区域）

【４回目（令和３年12月3日）選定】
・新潟県（上越区域、佐渡区域）
・広島県（尾三区域）

重点支援区域について

ệ

Ệ

● 今後、全ての都道府県に対して重点支援区域の申請の意向の有無を聴取。

【５回目（令和４年４月27日）選定】
・山口県（下関区域）

【６回目（令和５年３月24日）選定】
・青森県（青森区域）



地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業

○ 都道府県は、R５年度中に第８次医療計画を策定（Ｒ６～Ｒ11 年度）するとともに、地域医療構想の実現に向け、R４～５年度において医療機関の対応
方針の策定等を進めている。

○ 計画策定には、地域の現場感覚とマッチしたデータ分析が必要であるため、都道府県におけるデータ分析体制の構築を支援。
○ 分析事例を集積し、分析体制のベストプラクティスを検討・実践することで、計画策定に限らず、令和７年及び2040年に向けた地域医療構想の推進につ

いて、都道府県が自立的に分析・企画・立案できる体制の整備に繋げる。

３ 事 業 ス キ ー ム ・ 実 施 主 体 等

１ 事 業 の 目 的

○ 都道府県を対象に、R4厚生労働科学研究の成果を踏まえた都道府県におけるデータ分析チームの構築を支援する。
○ 都道府県は、データ分析チームを活用して、地域（二次医療圏、構想区域）の詳細分析を実施することにより、一層地域の実情に即した医療計画の策定

が可能となる。
○ 都道府県は、分析体制や分析結果、計画策定におけるデータに基づく議論の成果について事例発表を行い、取組の横展開や事例の集積を図る。

２ 事 業 の 概 要

R 4 年 度 R4 ～5 年度：研究成果の実証、事例の横展開・集積

＜国＞ ＜都道府県＞分析体制の構築・分析手法の実証

医療関係有識者
（大学等）

事務局
（委託事業者等）

医療機関
（医療関係団体等）

都道府県

データ
分析チーム

の構築

方
向
性
検
討

地域ごとの医療提供体制に関
する課題について、データに
基づく根拠の提示

地域の課題の抽出

地域ごとの医療需要の推移や
医療資源等に関して、データ
の詳細分析

疾病・事業ごとに必要な医療
機能の明確化を支援し、医療
機関の分担・連携を推進

詳 細 分 析

連 携 構 築 の 支 援
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域
医
療
を
支
え
る
体
制
の
構
築

事
例
発
表
に
よ
る

取
組
の
横
展
開
・
集
積

分
析
体
制
の

ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
検
討

成
果

・
地
域
の
実
情
に
即
し
た

デ
ー
タ
分
析
手
法

・
地
域
で
求
め
ら
れ
る

デ
ー
タ
分
析
体
制

を
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、
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ケ
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化
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状
把
握

連
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推
進

第
８
次
医
療
計
画
の
策
定

地域の課題を踏まえた医
療機関の立ち位置の確認、
内部環境分析

担うべき医療機能、病床
機能・規模、整備計画等、
今後の方向性の検討

地域における医療機能の
分化・連携の検討

R6 ～7 年度

分析体制の活用

医政局地域医療計画課（内線2663）

令和４年度第二次補正予算 3.0億円（ー）※（）内は当初予算額

４ 補 助 実 績

○ １次公募：５府県（栃木県、神奈川県、新潟県、京都府、岡山県）



地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設
（登録免許税、不動産取得税）

医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定
の不動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。

【 登録免許税 】 ※令和3年度創設（令和５年３月31日まで）
土地の所有権の移転登記 1,000分の10（本則：1,000分の20）
建物の所有権の保存登記 1,000分の２（本則：1,000分の４）

【不動産取得税】※令和４年度創設（令和６年３月31日まで）

課税標準について価格の2分の１を控除

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

Д̻ᾟ

Е̻ ҏ

200

50
220

140,000 
350,000 

200

50
220

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

税制
措置前

税制
措置後

登録免許税 ２,９４０ １,４７０

不動産
取得税

１３,７２
０

６,８６０

72



概 要

ṕ

Ṗ ṕ30 Ṗ
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12Ṿ

医療機関

器具・備品・
ソフトウェア※

③供用開始

医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理アドバイザー

医業経営アドバイザー

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

助言

確認

税務署

①計画書提出

②計画書返送

青色申告

連携

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度 （所得税、法人）
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2025 年以降における地域医療構想について

○ 地域医療構想については、これまでもPDCAサイクルや都道府県の責務の明確化による取組の推進を

行ってきており、現在の2025年までの取組を着実に進めるために、PDCAも含め責務の明確化による取組

の強化を図っていく。

〇 さらに、2025年以降についても、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に

入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想を

策定する必要がある。そのため、現在の取組を進めつつ、新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・

検討を行っていく。

2022 2023 2024 2025 2026

（検討のスケジュールのイメージ）

17

2025 2024
2040
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骨太の方針 2022 ／2023

- かかりつけ医機能が発揮される制度整備

- 地域医療連携推進法人



全 世 代 型 社 会 保 障 構 築 会 議 中 間 整 理 （ 令 和 ４ 年 ５ 月 １ ７ 日 ： 抜 粋 ）

77
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経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2 0 2 2 （ 骨 太 の 方 針 ： 抜 粋 ）

医療・介護提供体制などの社会保障制度基盤の強化については、今後の医療ニーズや人口動態の変

化、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、

機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めることとし、かか

りつけ医機能が発揮される制度整備を行うとともに、地域医療連携推進法人の有効活用や都道府県

の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置を含め地域医療構想を推進する。あわせて、医師の働

き方改革の円滑な施行に向けた取組を進める。その他基盤強化に向けて、医療費適正化計画の在り

方の見直しや都道府県のガバナンスの強化など関連する医療保険制度等の改革とあわせて、これま

での骨太方針2021 等に沿って着実に進める。これらの取組について、今後、生産年齢人口が急速に

減少していく中、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040 年頃を視野に入れつつ、コロナ禍

で顕在化した課題を含め、2023 年、2024 年を見据えた短期的課題及び中長期的な各種の課題を全

世代型社会保障構築会議において整理し、中長期的な改革事項を工程化した上で、政府全体として

取組を進める。

78



経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2 0 2 3 （ 骨 太 の 方 針 ： 抜 粋 ）

•

•

/
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全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 を 構 築 す る た め の
健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 の 概 要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代
一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組み
を導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、

介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施 行 期 日

改 正 の 概 要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改 正 の 趣 旨

１



地 域 完 結 型 の 医 療 ・ 介 護 提 供 体 制 の 構 築

在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要する高齢者を支えるため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備・各種計画

との連携・情報基盤の整備により、かかりつけ医機能を有する医療機関を中心とした患者に身近な地域における医療・介護の水平

的連携を進め、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。そのために、関係法律を一体的に改正する。

診療所

訪問診療

訪問看護等

介護サービス

訪問診療

受診・相談

住民

受診・相談・入院

保健事業

介護施設・事業所

協議結果

医 療 計 画

介護保険事業計画

医療介護総合確保計画

医療費適正化計画

計画に基づく連携した取組

考慮・留意

/

取組状況

医

総

介

保

ṕ Ṗ

情報基盤

医療機関と介護事業者の間で利用
者の医療・介護情報を共有

医療・介護情報基盤整備

保 介

❶ 国民・患者への情報提供の充実・強化
（医療機能情報提供制度の刷新）

❷ かかりつけ医機能を報告し、
地域でのかかりつけ医機能の確保のための
具体的方策の検討・公表

医

かかりつけ医機能が発揮される制度整備

保険者
市町村

都道府県
診療に関する
学識経験者、
医療関係者

保険者

市町村

利用・相談

利用・相談

地域包括
支援センター

医 総介 保･･･医療法 ･･･介護保険法 ･･･医療保険法（高確法、健保法 ･･･医療介護総合確保法

国保法等）
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格
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地 域 医 療 連 携 推 進 法 人 制 度 の 見 直 し

ṕẑṖ
ṕ Ṗ

ṕ
Ṗ

ḱ

• ṕ Ṗ

•

( )
ỏ

( )
Ọ

( )
B

ṕ Ṗ
Ố

( ) Ỏ

֓қ ˲Ǔ ˗ ș ὑǠ
Ȓḹֻǲ ǍƲ ˲ǿǵ

̝ǲǫǋǭƲ ǦǱ˿
Ȇǵ᷂Ḣӣ ˲

ǵ֓қ ˲ ǶƲ ̝ș
ʝ Ħ ʥ ǯǠȒƳ
ĦŪ˔ ǵ ὑ֕ǶẀ ƲūΕЊ Ε
ȑЊȓƲŬὑ ֕ǶὫ̂ ǵẀ Ƴ

β赤字箇所が現行制度との相違点

【見直し内容】
○ 個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする仕組みを導入

・個人立医療機関は個人用資産と医療用資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通（「資金の貸付」「出資」）は不可（ヒト・モノのみ）とする。
・カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監査を原則として不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推

進法人への意見照会のうち、一部を不要（※）とする。

（※）意見照会が不要となる事項は①予算の決定又は変更、②借入金借り入れ、③定款又は寄付行為の変更。

○ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和
・具体的には、代表理事の選任時に求められる都道府県知事の認可及びその際の都道府県医療審議会への意見聴取を、再任時には不要とする。

【施行日】令和6年4月1日

参加法人等
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2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 … 2030 年度 … 2036 年度 … 2040 年度

医療
計画

新興
感染
症対
応

地域
医療
構想

外来
医療

かか
りつ
け医
機能

医師
の働
き方
改革

医療提供体制改革に係る今後のスケジュール

第９次医療計画
（2030 ～
2035 ）

第８次医療計画
（2024 ～2029 ）

第10 次医療計画
(2036 ～2041)

検討会・各WGでの議論・とりまとめ、
基本方針・作成指針等の改正（６事業目を除
く））

各都道府県で
の計画策定

かかりつけ医機能の明確化と、患者・医療者双方にとって
かかりつけ医機能が有効に発揮されるための具体的方策の検討

検討結果を踏まえた対応

（Ｂ）水準
：実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討

（Ｃ）水準
：研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証

2035 年度末を
目途に解消予定医療機関の準備状況と地域医療への影響についての実態調査（複数回）の実施

実態調査を踏まえ、都道府県が圏域単位で地域医療への提供を検証し、
地域の医療関係者間で地域医療の確保について協議・調整

2024 年度より施行

現行構想に基づく取組

国における検討・制度的対応
各都道府県
での構想

策定
新たな構想に基づく取組

新構想
（2026 ～）

現行構想
（～2025 ）

政府において
対応のとりまとめ
（６月・９月）

＜６事業目＞
検討会での議論・
とりまとめ、
基本方針・作成指
針等の改正

感染症法等改正
(10 月７日閣議決定)

(12 月２日成立)

各都道府
県での計
画策定

外来機能報告
の実施準備

報告の実施・集計
地域の協議の場での協議

紹介受診重点医療機関の公表

各都道府県での
外来医療計画の
策定

外来医療計画
（第８次医療計画）

外来医療計画
（第９次医療計画）

外来医療計画
（第10 次医療計画）

※以降、外来機能
報告は毎年度実施

診療報酬・介護報酬同時改定



ご清聴ありがとうございました！
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